
令和 7年 6月 16日 

保 護 者 様 

大阪市立田辺中学校 

校 長  井 寄 芳 春 

 

令和 7年度 特別支援教育就学奨励費にかかる申請書等の配付について 

 

平素は本校の教育活動にご理解、ご協力をいただき、厚く御礼申しあげます。 

さて、各ご家庭より希望のありました特別支援教育就学奨励費制度について、申請に関する書類を配付いたします。

申請にかかる詳細については同封の「令和 7 年度（2025 年度）特別支援教育就学奨励費のお知らせ」（以下「お知ら

せ」）をよくお読みいただき、下記のとおり手続きいただきますようご案内いたします。 

 

記 

 受給要件  

① 「特別支援学級に就学している児童・生徒」の保護者 

② 特別支援学級に就学していないが、「学校教育法施行令第 22 条の 3 に規定する障がいの程度に該当する児

童・生徒」の保護者（「身体障がい者手帳」又は「療育手帳」の写し、あるいは「診断書」の提出が必要です。） 

③ 特別支援学級に就学していないが、「弱視、難聴、言語障がい等の児童・生徒で、週 1 回程度、障がいに応じた

特別の指導（他校での通級指導）を受ける児童・生徒」の保護者 

 

上記のいずれかに該当していることが受給要件となります。②の「障がいの程度」については、「お知らせ」の 3 頁

をご参照ください。また、③にのみ該当される場合は、他校通級にかかる交通費（通学費）のみが支給対象となります。 

 

1 配付書類 

（ア） 令和 7年度 特別支援教育就学奨励費にかかる申請書等の配付について（1枚 両面 本案内） 

（イ） 「お知らせ」（2枚 両面 4頁） 

（ウ） 令和 7年度（2025年度）特別支援教育就学奨励費申請書 記入例（1枚 片面） 

（エ） 令和 7年度（2025年度）特別支援教育就学奨励費申請書（1枚 両面） 

（オ） 特別支援教育就学奨励費口座振替申出書（保護者口座用） 

 

2 申請方法及び提出書類について 

受給要件 ① または ③ に該当されるご家庭の提出書類 

① （エ） 令和 7年度（2025年度）特別支援教育就学奨励費申請書 

② 世帯の所得金額がわかる書類（証明書類） 

③ （オ） 特別支援教育就学奨励費口座振替申出書（該当家庭のみ） 

【注意事項】 

（ウ）の記入例を参考に、（エ）「令和 7 年度（2025 年度）特別支援教育就学奨励費申請書」を記入し、証明書類を

添付のうえご提出ください。ただし、税情報を利用されるご家庭や生活保護を受給されているご家庭については、証

明書類の添付は不要です。「税情報の利用」や「証明書類の詳細」は（イ）「お知らせ」の 2頁をご参照ください。 

（オ）「特別支援教育就学奨励費口座振替申出書」は前年度に同一学校で本制度を受給しており、前年度と同一口

座を利用される場合は提出不要です。（新中学 1年生については学校が異なるため、提出が必要です） 

提出の際は、通帳やキャッシュカードの写し等の口座確認ができるものを添付してください。 



 

受給要件 ② に該当されるご家庭の提出書類 

① （エ） 令和 7年度（2025年度）特別支援教育就学奨励費申請書 

② 世帯の所得金額がわかる書類（証明書類） 

③ （オ） 特別支援教育就学奨励費口座振替申出書（該当家庭のみ） 

④ 障がいの程度を証明する書類 

【注意事項】 

表面の「受給要件 ① または ③ に該当されるご家庭の提出書類」に記載の【注意事項】に加え、④「障がいの程

度を証明する書類」として、「身体障がい者手帳の写し」、「療育手帳の写し」、「診断書」のいずれかを添付しご提出

ください。 

上記 3 種のうち、「診断書」での提出を予定されているご家庭は、別途大阪市所定の「診断書」と、医療機関へ診断

を依頼するための「依頼書」をお渡しいたします。 

診断内容により記入いただく用紙が異なりますので、用紙をご希望の方は恐れ入りますが別途、中学校 事務室ま

でご連絡いただきますようお願いいたします。 

 

 

3 申請から認定について 

お預かりした書類は、学校から審査施設へ全家庭分まとめて申請の手続きを行います。 

認否結果については、10月頃に学校よりご自宅へ通知いたします。 

 

 

4 提出期限と提出方法 

ご用意いただいた各用紙と証明書類は、下記の提出期限までにご提出をお願いいたします。 

制度上、提出はなるべく保護者の方がご持参されますか、郵送いただきますようご協力お願いします。 

書類をご提出されましたら、書類をお預かりした証明として「受領書」を発行いたします。審査結果が通知されますま

でご自宅にて保管ください。 

 

【提出期限】 

令和 7年 6月 30日（月） 17時まで 

提出期限を過ぎますと、受付できかねる場合がありますので期限に余裕をもってのご提出をお願いいたします。 

 

 

5 書類の提出先、お問い合わせ先 

 

【提出先、支給日、支給額等】 

〒546-0033 

大阪市東住吉区南田辺 4-7-24 田辺中学校 ： 特別支援教育就学奨励費担当 宛 （℡06-6692-0117） 

 

 

【特別支援教育就学奨励費制度全般】 

大阪市教育委員会事務局 学校運営支援センター 事務管理担当 就学支援グループ （℡06-6115-7641） 

 


